
阿賀野市告示第２１７号  

 阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和６年１２月２４日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付要綱  

 （趣旨） 

第１条 この告示は、飼料価格の高騰等により、肥育農家が肥育素牛を買い控

え、和子牛価格が急落していることを受け、市内の和牛繁殖農家の経営継続

を支援するため、予算の範囲内において阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、阿賀野市補助金

等交付規則（平成１６年阿賀野市規則第５６号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定める

ところによる。 

 (１) 和牛繁殖農家 繁殖用の母牛を飼養し、和子牛を産ませ、満６月齢か

ら満１２月齢まで育てて家畜市場に出荷する農家をいう。 

 (２) 肉用子牛生産者補給金制度（以下「補給金制度」という。） 独立行

政法人農畜産業振興機構において、肉用子牛の四半期ごとの平均売買価

格が補償基準価格を下回った場合、当該四半期に販売又は自家保留され

た肉用子牛を対象として補給金を交付する制度をいう。 

 (３) 補償基準価格 肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情

を考慮し、肉用子牛の再生産を確保する価格をいう。 

 (４) 合理化目標価格（以下「目標価格」という。） 牛肉の国際価格の動

向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の

健全な発達を図るため肉用牛子牛生産の合理化によりその実現を図る

ことが必要な肉用子牛の生産費を基準とした価格をいう。 

 (５) 優良和子牛生産推進緊急支援事業（以下「支援事業」という。） 独

立行政法人農畜産業振興機構において、市場等で取引される和子牛のブ

ロック別平均価格が発動基準を下回った場合、飼養管理向上に取り組む

和子牛生産者が販売した和子牛に対し、奨励金を交付する事業をいう。 

 (６) ブロック別平均価格 黒毛和種は北海道、東北、本州関東以西・四国

及び九州・沖縄の４ブロック別に、四半期ごとに算定する平均価格をい
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う。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のすべてに該当するものと

する。 

 (１) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であ

ること。 

 (２) 阿賀・阿賀野和牛改良組合員又は新潟かがやき農業協同組合和牛部会

員であること。 

 (３) 補助金の交付申請の日時点において和牛繁殖業を営み、市場に黒毛和

種の子牛を出荷しており、かつ、補助金の交付決定後も当該事業を継続

する意思があること。 

 （交付要件） 

第４条 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に市場出荷した

満６月齢から満１２月齢までの黒毛和種の子牛取引価格に、補給金制度の補

給金及び支援事業の奨励金を加えても補給金制度の目標価格を下回った場

合に補助金を交付する。 

 （補助金の額） 

第５条 一頭当たりの補助金の額は、補給金制度の目標価格から補給金制度の

補給金、支援事業の奨励金及び子牛取引価格の合計額を控除して得た額に２

分の１を乗じて得た額とし、５０，０００円を上限とする。ただし、１円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、阿

賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第７条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助

金交付決定通知書（第２号様式）又は阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補

助金不交付決定通知書（第３号様式）により、速やかに申請者に通知するも

のとする。 

 （変更申請） 

第８条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ阿賀野

市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金変更申請書（第４号様式）に変更のある



関係書類を添えて申請し、市長の承認受けなければならない。 

 (１) 補助事業を中止しようとするとき。 

 (２) 補助金の額を変更しようとするとき。 

 (３) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

 （変更交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の

可否を決定し、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金変更承認・不承認

通知書（第５号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに阿賀野市和牛繁殖農家

緊急支援事業補助金実績報告書（第６号様式）に関係書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

 （確定通知） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、

交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金

確定通知書（第７号様式）により、速やかに申請者に通知するものとする。 

 （交付請求） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付請求書（第８

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の返還等） 

第１３条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

 (１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (２) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認め

たとき。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付し

た補助金の返還を命ずるときは、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金

取消（返還）決定通知書（第９号様式）により、通知するものとする。 

３ 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日まで

に補助金を返還しなければならない。 

 （返還の免除等） 

第１４条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金



の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。 

 （その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年１２月２４日から施行する。 

 

 

 



第1号様式(第6条関係) 

  年  月  日   

 

  阿賀野市長  様 

 

  申請者   住所                 

氏名                 

電話番号                 

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付申請書 

 

  阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金の交付を受けたいので、阿賀野市和牛繫

殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第6条の規定により、関係書類を添えて次のとおり

申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額                円 

  

２ 出 荷 頭 数                頭 

 

３ 添 付 書 類 

（１）補助金の対象となる子牛の出荷を証明する書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

４ 同意事項等の確認（□にチェックを入れてください。） 

□ この補助金の申請の日時点において和牛繁殖業を営み、市場に黒毛和種の子牛を出 

荷しており、かつ、補助金の交付決定後も当該事業を継続いたします。 

□ 申請書および添付書類等の内容について、個人情報の確認を行うことに同意します。 

 

 



第2号様式(第7条関係) 

  第     号 

年  月  日   

 

         様 

 

  阿賀野市長             

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助

金について、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第7条の規定により、

下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額                円 

  

２ 交付条件 

（１） 阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱を遵守してください。 

（２） この要綱に違反したときは、この決定を取消し、又は既に交付した補助金

全部若しくは一部を返還させることがあります。 

 

 

 



第3号様式(第7条関係) 

  第     号 

年  月  日   

 

         様 

 

  阿賀野市長             

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助

金について、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第7条の規定により、

下記のとおり交付しないことに決定したので通知します。 

 

 

（不交付の理由） 

 



第4号様式(第8条関係) 

  年  月  日   

 

  阿賀野市長  様 

 

  申請者   住所                 

氏名                 

電話番号                 

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金変更申請書 

 

      年  月  日付  第   号で交付決定通知のあった阿賀野市和牛繫

殖農家緊急支援事業補助金について、下記のとおり変更したいので、阿賀野市和牛繫

殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第8条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

変更理由  

交付申請額 

変更前 円 

変更後 円 

添付書類  

 



第5号様式(第9条関係) 

  第     号 

年  月  日   

 

         様 

 

  阿賀野市長             

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金変更承認・不承認通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助

金について、下記のとおり（承認する・承認しない）ことを決定したので、阿賀野市

和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第9条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 承認の内容 

理由  

交付決定額 

変更前 円 

変更後 円 

交付条件 

（1）阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交 
付要綱を遵守してください。 

（2）この要綱に違反したときは、この決定を取消 
し、又は既に交付した補助金全部若しくは一部 
を返還させることがあります。 

 

２ 承認しない理由 

 



第6号様式(第10条関係) 

  年  月  日   

 

  阿賀野市長  様 

 

  申請者   住所                 

氏名                 

電話番号                 

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金実績報告書 

 

      年  月  日付  第   号で交付決定通知のあった補助事業につい

て、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第10条の規定により、その実

績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業決算額                   円 

  

２ 出 荷 頭 数                   頭 

 

３ 添 付 書 類 

（１）補助金の対象となる子牛の出荷を証明する書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 



第7号様式(第11条関係) 

  第     号 

年  月  日   

 

         様 

 

  阿賀野市長             

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金確定通知書 

 

      年  月  日付  第   号で交付決定した阿賀野市和牛繫殖農家緊

急支援事業補助金の額について確定したので、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補

助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額                円 

 

２ 交付確定額                円 

 

 

 



第8号様式(第12条関係) 

  年  月  日   

 

  阿賀野市長  様 

 

  申請者   住所                 

氏名                 

電話番号                 

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付請求書 

 

      年  月  日付  第   号で額の確定通知があった阿賀野市和牛繫

殖農家緊急支援事業補助金を下記のとおり交付されるよう、阿賀野市和牛繫殖農家緊

急支援事業補助金交付要綱第12条の規定により請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額                   円 

  

２ 振 込 先 

銀 

行 

等 
銀行・信金 

労金・信組 

農協・漁協 

本店 

本所 

支店 

預金種目 

１ 普通預金 

２ 当座預金 

金融機関コード 店舗コード 口座番号 

              

フリガナ  

口座名義人  

 
 



第9号様式(第13条関係) 

  第     号 

年  月  日   

 

         様 

 

  阿賀野市長             

 

阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金取消（返還）決定通知書 

 

      年  月  日付  第   号で交付決定した阿賀野市和牛繫殖農家緊

急支援事業補助金について、阿賀野市和牛繫殖農家緊急支援事業補助金交付要綱第 13

条の規定により、下記のとおり取消（返還）することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消・返還理由 

 

２ 取消・返還にかかる措置 

取
消 

措 置         

返
還 

返還額              円 

 

 

 

 

 


